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(57)【要約】
【課題】基板裏面に付設されたバーコードを下方からレ
ーザを照射して読み取るレーザユニットの取付位置の調
整を安全にできるようにする。
【解決手段】表面実装装置において搬送ラインに沿って
搬送される基板Ｓに、下方からレーザを照射して該基板
の裏面に付設されているバーコードを読み取るレーザユ
ニット２０の取付位置を調整する際に使用するレーザユ
ニットの取付位置調整用治具３０であって、前記レーザ
ユニットを、所定の位置関係で被う着脱可能なカバー３
２と、該カバーの搬送ライン側に固定され、前記レーザ
ユニットの基板裏面におけるレーザ照射範囲に対応する
範囲を指示する指示部３４Ａ、３４Ｂと、を備えている
。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面実装装置において搬送ラインに沿って搬送される基板に、下方からレーザを照射し
て該基板の裏面に付設されているバーコードを読み取るレーザユニットの取付位置を調整
する際に使用するレーザユニットの取付位置調整用治具であって、
　前記レーザユニットを、所定の位置関係で被う着脱可能なカバーと、
　該カバーの搬送ライン側に固定され、前記レーザユニットの基板裏面におけるレーザ照
射範囲に対応する範囲を指示する指示部と、を備えたことを特徴とするレーザユニットの
取付位置調整用治具。
【請求項２】
　前記指示部が、前記レーザ照射範囲に対応する範囲の少なくとも両端を規定する軸部材
であることを特徴とする請求項１に記載のレーザユニットの取付位置調整用治具。
【請求項３】
　前記指示部が、前記レーザ照射範囲に対応する範囲の少なくとも両端を規定する、可視
光を発生する光源と、該可視光を基板裏面に導く拡散防止パイプと、を含むことを特徴と
する請求項１に記載のレーザユニットの取付位置調整用治具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザユニットの取付位置調整用治具、特に搬入される基板に印刷等により
付設されているバーコードを読み取るために表面実装装置に設置されているレーザユニッ
トの取付位置を調整する際に適用して好適なレーザユニットの取付位置調整用治具に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　電子部品を基板上に搭載（実装）して実装基板を生産する表面実装装置においては、例
えば特許文献１に開示されているように、従来より電子部品の情報をバーコードに記録し
、それをバーコードリーダーで読み取ることにより、基板への電子部品の誤実装を防止す
ることが行なわれている。
【０００３】
　又、表面実装装置においては、同一ラインで複数種類の基板を使って異なる実装基板を
生産することも行なわれている。生産に使用する基板の種類を変更する場合は、通常その
生産に使用される表面実装装置の生産プログラムも変更される。
【０００４】
　この生産プログラムの変更は、生産準備のための段取り替えの際に逐一マニュアルで設
定するのではなく、基板情報のバーコードが付設された基板が搬送されてくると、その基
板のバーコードをバーコードリーダーを含むレーザユニットで読み取ることにより、表面
実装装置の生産プログラムを自動的に読み込んで設定し直すと共に、搭載する部品とその
位置との情報を該当する基板と照合させるシステムが採用されている。
【０００５】
　このような表面実装装置では、バーコードを確実に読み込むことができるようにするた
めに、使用する基板上のバーコードの位置（記録範囲）に、レーザを正確に照射できるよ
うにレーザユニットを適切な位置に取付けることが重要である。
【０００６】
　ところが、基板上に直接印刷したり、紙等に印字して付設されているバーコードの位置
は、常に同一ではなく、例えば使用する基板の種類が変更されたために基板上のバーコー
ドの位置が変わった場合等には、レーザユニットの取付位置を調整する必要がある。
【０００７】
　このようにレーザユニットの取付位置を調整する場合、実際に基板上にレーザを照射し
、照射範囲がバーコードの位置に一致するように調整していた。
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【０００８】
【特許文献１】特開２００４－２００２９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、搬送時には基板の下方（裏面）にバーコードが付設されているため、搬
送ラインの下方にレーザユニットが取付けられている場合には、実際にレーザを照射して
位置調整しようとすると、レーザが作業者の目に直接届いてしまうことが起こり、その結
果、視力低下や失明を引き起こす恐れがあるという問題があった。
【００１０】
　本発明は、前記従来の問題点を解決するべくなされたもので、搬送ラインに沿って搬送
される基板の裏面に付設されているバーコードを、搬送ラインの下方からレーザを照射し
て読み取るレーザユニットについて、該レーザユニットの取付位置の調整を安全に行なう
ことができるレーザユニットの取付位置調整用治具を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、表面実装装置において搬送ラインに沿って搬送される基板に、下方からレー
ザを照射して該基板の裏面に付設されているバーコードを読み取るレーザユニットの取付
位置を調整する際に使用するレーザユニットの取付位置調整用治具であって、前記レーザ
ユニットを、所定の位置関係で被う着脱可能なカバーと、該カバーの搬送ライン側に固定
され、前記レーザユニットの基板裏面におけるレーザ照射範囲に対応する範囲を指示する
指示部と、を備えたことにより、前記課題を解決したものである。
【００１２】
　本発明は、又、前記指示部が、前記レーザ照射範囲に対応する範囲の少なくとも両端を
規定する軸部材であるようにしてもよく、更に、前記指示部が、前記レーザ照射範囲に対
応する範囲の少なくとも両端を規定する、可視光を発生する光源と、該可視光を基板裏面
に導く拡散防止パイプと、を含むようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、基板裏面のバーコードを読み取るために搬送ラインより下方に設置さ
れているレーザユニットの取付位置を調整する際、レーザユニットを、所定の位置関係で
被う着脱可能なカバーと、該カバーの搬送ライン側に固定され、前記レーザユニットの基
板裏面におけるレーザ照射範囲に対応する範囲を指示する指示部と、を備えた取付位置調
整用治具を使用するようにしたので、危険なレーザを直接照射することなく、従って該レ
ーザユニットの取付位置を安全且つ正確に調整することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１５】
　図１は、本発明に係る一実施形態のレーザユニットの取付位置調整用治具と、該取付位
置調整用治具が適用される表面実装装置との関係を模式的に示す側面図である。
【００１６】
　この表面実装装置１０には、図中搬送方向を矢印で示す搬送ラインＬに沿って基板Ｓが
搬入される。又、表面実装装置１０の搬入側には、搬送ラインＬより下方の所定位置に、
基板生産時に基板裏面のバーコードを読み取るためのレーザユニット２０が取付けられて
いる。
【００１７】
　このように搬送ラインＬに沿って搬送される基板Ｓに、下方からレーザを照射して該基
板Ｓの裏面に付設されているバーコードを読み取るために表面実装装置１０に取付けられ
ているレーザユニット２０の取付位置を調整する際に、本実施形態の取付位置調整用治具
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が使用される。
【００１８】
　図２には、この取付位置調整用治具３０を、基板Ｓとともに拡大して示し、又、図３に
は該治具３０自体を更に拡大して示す。
【００１９】
　図示されているように、本実施形態の取付位置調整用治具３０は、前記レーザユニット
２０を、所定の位置関係で被う着脱可能なカバー３２と、該カバー３２の搬送ライン側（
上部）に固定され、前記レーザユニット２０の基板裏面におけるレーザ照射範囲に対応す
る範囲を指示する指示部とを備えている。
【００２０】
　本実施形態では、この指示部が、図４に搬入側から見た状態を示すように、前記レーザ
照射範囲Ｒに対応する範囲として、その部分範囲ｒの両端を規定する２本の軸部材３４Ａ
、３４Ｂからなる。
【００２１】
　この取付位置調整用治具３０は、表面実装装置１０の壁部１２に支持部材１４を介して
取付けられているレーザユニット２０に対して所定の位置関係で被うように、具体的には
レーザユニット２０によるレーザ照射範囲（走査範囲）の中心の光軸と、２本の軸部材３
４Ａ、３４Ｂの間隔の中心とが一致するように、支持部材１４に着脱可能に取付けられて
いる。
【００２２】
　又、２本の軸部材３４Ａ、３４Ｂにより両端が規定される部分範囲ｒは、基板Ｓの裏面
におけるレーザ照射範囲Ｒとは一定の比率になるように形成されているため、該両軸部材
３４Ａ、３４Ｂの中心位置を基板裏面の任意値に一致させることにより、レーザ照射範囲
の中心がわかり、それを中心とする部分範囲ｒの所定倍率の範囲がレーザ照射範囲Ｒと判
断できる。
【００２３】
　この部分範囲ｒは、バーコードラベルの長手方向の幅に対して、位置関係が対比しやす
い幅にしてある。
【００２４】
　したがって、搬入位置に位置決めされた基板Ｓの裏面に付設されているバーコード（図
示せず）の形成領域の、例えば中心に、前記両軸部材３４Ａ、３４Ｂの中心が一致するよ
うに、支持部材１４に対するレーザユニット２０の取付位置を調整することにより、実際
にレーザを照射することなく、したがって安全且つ正確にレーザユニット２０の取付位置
を調整することができる。
【００２５】
　又、調整後は、この取付位置調整用治具３０は、カバー３２が着脱可能であるために簡
単に取外すことができ、速やかに生産を開始することができる。
【００２６】
　図５は、本発明に係る第２実施形態の取付位置調整用治具３０の特徴を示す、前記図３
に相当する拡大断面図、図６は前記図４に相当する正面図である。
【００２７】
　本実施形態では、基板裏面におけるレーザ照射範囲Ｒに対応する範囲を指示する指示部
が、図５に示されるように、カバー３２の上部に固定された、レーザの代替として使用さ
れるＬＥＤ（可視光光源）３６と、該ＬＥＤ３６からの可視光を基板Ｓの裏面に導く、例
えばステンレス等からなる拡散防止パイプとを単位として含んで構成されている。
【００２８】
　具体的な構成は、図６に示されるように、レーザ照射範囲Ｒの全範囲にわたって配設さ
れた、下端にそれぞれＬＥＤ３６が配置された５本の拡散防止パイプ３８が等間隔で配設
されているとともに、レーザ照射範囲Ｒの両端が、左右両端の２本の拡散防止パイプ３８
Ａ、３８Ｂにより規定され、又、中央の拡散防止パイプ３８Ｃによりその中心位置が規定
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【００２９】
　本実施形態によれば、ＬＥＤ３６から可視光を基板Ｓの裏面にスポット的に照射するこ
とにより、両端の拡散防止パイプ３８Ａ、３８Ｂによりレーザ照射範囲全体を直接指示す
ることができると同時に、中央の拡散防止パイプ３８Ｃによりその中心位置をも直接指示
することができる。
【００３０】
　したがって、前記第１実施形態の場合と同様に安全であるとともに、可視光の照射位置
を見ながら調整できるため、更に容易且つ正確に取付位置を調整することができるように
なる。
【００３１】
　なお、前記第１実施形態では、左右の軸部材３４Ａ、３４Ｂがレーザ照射範囲Ｒの一部
である部分範囲ｒの両端を規定する場合を示したが、これに限定されず、レーザ照射範囲
Ｒ全体の両端を規定する間隔で配設してもよいことは言うまでもなく、その本数も必要に
応じて３本以上に変更してもよい。
【００３２】
　又、第２実施形態でも、５本の拡散防止パイプ３８が配設されている場合に限らず、少
なくとも両端を規定する拡散防止パイプ３８Ａ、３８Ｂのみがあるだけでもよく、又、ス
ポット的な照射ではなく全範囲にわたって可視光を連続照射可能な光源等を使用するよう
にしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】レーザユニットを取付ける表面実装装置と、搬入される基板との関係を模式的に
示す側面図
【図２】本発明に係る第１実施形態の取付位置調整用治具と基板との関係を示す要部断面
図
【図３】第１実施形態の取付位置調整用治具とレーザユニットとの関係を拡大して示す要
部断面図
【図４】搬入方向から見た第１実施形態の取付位置調整用治具と基板との関係を示す要部
正面図
【図５】本発明に係る第２実施形態の取付位置調整用治具とレーザユニットとの関係を拡
大して示す要部断面図
【図６】搬入方向から見た第２実施形態の取付位置調整用治具と基板との関係を示す要部
正面図
【符号の説明】
【００３４】
　１０…表面実装装置
　１２…壁部
　１４…支持部材
　２０…レーザユニット
　３０…取付位置調整用治具
　３２…カバー
　３４…軸部材
　３６…ＬＥＤ（可視光光源）
　３８…拡散防止パイプ
　Ｓ…基板
　Ｌ…搬送ライン
　Ｒ…レーザ照射範囲
　ｒ…部分範囲
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